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入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表

改正案 現 行

（旅費及び費用弁償） （旅費及び費用弁償）

第５条 略

２ 非常勤職員が職務に従事し、又は会議に出席

したときは、その費用を弁償する。     

            ただし、市長が別

に定めるときは、この限りでない。

第５条 略

２ 非常勤職員が職務に従事し、又は会議に出席

したときは、その費用を弁償する。その額は、

別表第３のとおりとする。

３ 前項の規定により弁償する額は、別表第３の

とおりとする。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

  報酬   報酬

職名 区別 金額 備考

教育委員会の項～消防賞じゆつ金等審査委員会

の項 略

政策参与 日額 40,000円を超えな

い範囲内において

予算で定める額

生活保護等嘱託医の項～その他の非常勤職員の

項 略

職名 区別 金額 備考

教育委員会の項～消防賞じゆつ金等審査委員会

の項 略

生活保護等嘱託医の項～その他の非常勤職員の

項 略

資料２


